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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
閣
議
決
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
閣
議
決
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

御
指
摘
の
「
新
成
長
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
最
低
賃
金
引
上
げ
に
つ
い
て
全
国
最

低
八
百
円
、
全
国
平
均
千
円
と
さ
れ
た
平
成
三
十
二
年
ま
で
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
現
内
閣
と
し
て
は
、
当
該
目
標
を
見
直
す

等
の
手
続
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
当
該
目
標
は
、
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
平
均
で
、
名
目
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
実
質
二
パ
ー
セ

ン
ト
を
上
回
る
成
長
を
前
提
と
し
て
お
り
、
当
該
前
提
は
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
満
た
さ
れ
て
い
な
い
。

政
府
と
し
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
五
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
及
び

「
「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
〇
一
五
」
（
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
へ
の
支
援
を
図
り
つ
つ
最
低
賃
金
の
引
上
げ
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


